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都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち

都市基盤6

施策方針
６-１

拠点性を高め愛着を感じる
まちづくりの推進

施策方針
６-２ 地域公共交通ネットワークの構築

施策方針
６-３ 住環境の保全・整備

施策方針
６-４ 道路ネットワークの構築

施策方針
６-５ 上下水道の整備
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●生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち

基本事業〔１〕 各拠点の特性を活かした活力の創出

基本事業〔１〕 利便性の高い地域公共交通体系の整備

基本事業〔１〕 空き家の適正管理の推進

基本事業〔２〕 各拠点に応じた愛着を感じる景観形成

基本事業〔２〕 持続可能な地域公共交通の実現に向けた取組の推進

基本事業〔２〕 多様で良質な住まいの整備・流通

基本事業〔３〕 地域公共交通をともに支える取組の推進

基本事業〔３〕 公園の整備・適正管理、活用の推進

基本事業〔１〕 都市・地域間をスムーズに移動できる道路整備

基本事業〔１〕 浸水対策の推進

基本事業〔２〕 道路等の適正管理

基本事業〔２〕 下水道施設の整備・適正管理

基本事業〔３〕 水道施設の整備・適正管理、運営基盤の強化
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❶

人口減少・少子高齢化の進行等に対応
するため、医療・福祉・子育て支援・
商業等の生活サービスが将来にわたっ
て提供されるよう、都市構造の転換が
必要です。

・ ニーズに応じた都市計画制度の活用などを
通じて、必要な都市サービス機能を一定の
区域に集約した「集約型都市構造」への転
換を図ります。

❷

市民生活の利便性向上と円滑な都市活
動の確保によって都市の活性化を図る
ため、地区の性格や役割に応じて都市
機能を集積した拠点の形成と機能強化
を図る必要があります。

・ 都市拠点（シビックコア地区）では、高次
都市機能の集積・強化を図り、地域拠点（各
支所周辺）とそれを補う地区拠点（駅等周
辺）では、地域の実情に応じた商業・業務
生活サービス機能の維持・誘導を図ります。

・ 中山間地域の主要な集落にある小さな拠点
では、地域の暮らしを支える生活利便機能
の確保・維持を図ります。

❸
各拠点に必要な誘導施設を充足させる
ため、誘導施設の維持や整備に関する
財政負担の軽減が必要です。

・ 立地適正化計画に基づく届出制度や補助制
度の活用、各種施策との連携などにより、
各拠点の誘導施設の充足を図ります。

６ 都市基盤

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶

施策方針 ■関連 SDGs

6-1 拠点性を高め愛着を
感じるまちづくりの推進

施策の
目指す姿

●各拠点のにぎわいが創出されている。
●各拠点で愛着を感じる景観が形成されている。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］

〔1〕各拠点の特性を活かした活力の創出

主 な 課 題 主 な 取 組
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●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。

〔2〕各拠点に応じた愛着を感じる景観形成

主 な 課 題 主 な 取 組

❶

都市拠点（シビックコア地区）では、
広域行政機能や広域商圏を持つ商業機
能などの高次都市機能が集積する、本
市のシンボルにふさわしい都市景観の
形成が必要です。

・ 都市拠点（シビックコア地区）では、市民
の憩いの場となる緑地や空地を確保し、緑
のネットワークを形成することで、ゆとり
のある都市景観を創出します。

❷
宮島や宮島口などの観光交流拠点では、
歴史的・文化的な景観を保全しつつ、統
一感のあるまちなみの形成が必要です。

・ 観光交流拠点では、建築物や工作物の規制・
誘導により、良好なまちなみと景観形成を
重点的に推進します。

❸
その他の拠点では、地域ごとの特徴
ある景観を活かして、良好な景観形
成を図る必要があります。

・ 各地域の特性に応じて、地区計画等の都市
計画制度や景観制度等を活用したきめ細や
かな誘導・規制により、良好な景観形成を
図ります。

施策の進捗状況を確認する指標

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 各拠点で必要な誘導施設の充足率 88.1% 98.3%

２ 居住地域における景観に愛着を感じている市民の割合 67.0% 72.0%

主な関連計画

●都市計画マスタープラン  　●立地適正化計画　　●宮島口地区まちづくり整備計画
●シビックコア地区（国道２号以南）まちづくり基本計画　　●景観計画

施策主管課室

都市計画課

主な関係課室
●宮島企画調整課　●地域振興課　●中山間地域振興室
●産業振興課　●健康推進課　●宮島口みなとまちづくり推進課
●交通政策課　●都市再生推進室
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❶
拠点間や拠点と居住地を結ぶ、利便性
の高い地域公共交通体系の整備が必要
です。

・ 効果的・効率的な運行サービスを提供する
ため、まちづくりの進捗状況を踏まえつつ、
民間交通事業者等と共創し、利便性の高い
公共交通体系を整備します。

❷
地域内バス運賃の均一化や、地域間移
動における運賃のあり方について検討
が必要です。

・ 利用しやすく、分かりやすい運賃体系とす
るため、市自主運行バスと民間バスの重複
区間における運賃格差を解消し、地域内運
賃を均一化します。また、地域間移動の運
賃については、他の関連計画等を踏まえて
検討します。

❸ 誰もが利用しやすい地域公共交通機関
の整備が必要です。

・ 誰もが便利に安心して利用できるよう、公
共交通機関のバリアフリー化を進めます。

・ キャッシュレス決済システムによるシーム
レスな地域公共交通や、高齢者運賃割引の
導入などを検討します。

・ 宮島航路の早朝・夜間便の運航支援を継続
します。

❶
持続可能な地域公共交通を確保するた
め、市の財政負担を考慮した改善が必
要です。

・ 地域公共交通の利用状況や収支状況等のデー
タに基づき、見直し基準を設定するなど、効
率的かつ持続可能な運行へと改善します。

６ 都市基盤

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶

施策方針 ■関連 SDGs

6-2 地域公共交通
ネットワークの構築

施策の
目指す姿

●地域公共交通で円滑に目的地まで移動できる。
●持続可能な地域公共交通が確保・維持できている。
●地域等の多様な主体がともに地域公共交通の確保に
　取り組んでいる。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］
［基本事業〔3〕］

〔1〕利便性の高い地域公共交通体系の整備

主 な 課 題 主 な 取 組

〔2〕持続可能な地域公共交通の実現に向けた取組の推進

主 な 課 題 主 な 取 組
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❶
少子高齢化の進行により、利用者ニー
ズが変化する中、地域住民や民間事業
者などと連携・共創する新たな取組が
必要です。

・ 地域団体や交通事業者等と連携・協力し、
地域や地区の特性に応じた、きめ細やかな
地域公共交通の確保に取り組みます。

❷ きめ細やかな地域公共交通の確保に向
けた支援策の拡充が必要です。

・ 主体的に地域公共交通の確保に取り組む地
域団体に対し、相談対応や運行計画の策定
支援、財政支援等を行います。

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。

〔3〕地域公共交通をともに支える取組の推進

主 な 課 題 主 な 取 組

❷ 地域公共交通の利用者が快適に過ごせ
る待合環境の整備が必要です。

・ バスの待ち時間中の身体的負担や不安感を
軽減するため、周辺施設の立地状況や利用
状況等を踏まえて、計画的に待合環境を整
備します。

❸ バス・タクシーの運転手不足に対応す
るため、担い手の育成・確保が必要です。

・ 地域公共交通の維持に向け、市自主運行バ
ス運行事業者やタクシー事業者に対し、運
転手の採用や育成に関する経費の一部を支
援するなど、運転手の確保に取り組みます。

❹ 地域公共交通の利用促進の強化が必要
です。

・ 市自主運行バスをはじめとする地域公共交通
の利用促進のため、様々な媒体を活用した情
報発信や、イベントでの「バスの乗り方教室」
の開催など、広報活動を充実させます。



140

施策の進捗状況を確認する指標

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 地域公共交通で円滑に目的地まで移動できている
市民の割合 70.0% 72.5%

２ 市が財政支出している地域公共交通の年間利用者数 1,285,760人
（R6年度） 1,286,000人

３ 地域団体等が主体となって運行する取組数 ２
（R6年度） 3

主な関連計画

●地域公共交通計画　　　●地域公共交通利便増進実施計画

施策主管課室

交通政策課

主な関係課室

●地域振興課　●中山間地域振興室　●人権・市民生活課　
●障害福祉課　●高齢介護課

６ 都市基盤

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶
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●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。
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❶ 空き家問題に対する意識を向上させる
取組が必要です。

・ 空き家管理に関する情報提供等の広報活動
や、空き家に関するセミナーの開催を通じ
て、意識啓発を行います。

❷
空き家の管理や処分方法について、所
有者等に知識を普及し、対応を促す必
要があります。

・ 空き家バンク制度や空家等対策協力事業者
など、管理や処分に関する情報を提供し、
対応を促します。

・ 空き家等を活用した地域活動 ･ 交流拠点認定
制度を通じて、空き家等の活用を支援します。

❸ 老朽化した危険な空き家（特定空家な
ど）を解消する必要があります。

・ 跡地活用が困難な立地状況にある老朽化し
た危険な空き家について、解体に対する財
政支援を行います。

❶
子育て世帯から高齢者世帯まで、すべ
ての世帯にとって暮らしやすい住まい
の提供が必要です。

・ 子育て世帯や高齢者世帯などのニーズに応
じた住まいが確保できるよう、居住支援に
取り組みます。また、中山間地域への子育
て世帯の定住を支援します。

❷
市営住宅については、住宅セーフティ
ネット機能を維持するため、長期的な視
点に立った市営住宅等ストックの再編・
整備を計画的に進める必要があります。

・ 市営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的
な修繕や長寿命化、再配置を進めるととも
に、ニーズの変化に応じた市営住宅の提供
と活用を推進します。

❸ 民間住宅については、空き家の流通や
有効活用を促進する取組が必要です。

・ 空き家バンク制度の利用促進を図るととも
に、中山間地域等にある空き家の活用に対
する財政支援を行います。

６ 都市基盤

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶

施策方針 ■関連 SDGs

6-3 住環境の保全・
整備

施策の
目指す姿

●放置される空き家が減少している。
●市民のニーズにあった多様で良質な住まいが整っている。
●地域のニーズにあった公園が形成され、快適に使われている。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］
［基本事業〔3〕］

〔1〕空き家の適正管理の推進

主 な 課 題 主 な 取 組

〔2〕多様で良質な住まいの整備・流通

主 な 課 題 主 な 取 組
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❶
公園の日常管理を担う人材が減少・固定
化しているため、管理負担の軽減や新た
な担い手の確保など対策が必要です。

・ 地域で公園を持続的に維持管理できるよ
う、各公園の特性に応じた支援を行います。

❷
地域のニーズに応じた公園や施設の整
備、また、施設や樹木の計画的な点検
による事故防止が必要です。

・ 公園が不足している地域においては、周辺
状況を踏まえて適切に配置するとともに、
既存公園については地域ニーズの高いトイ
レの洋式化を進めるほか、供用開始から年
月が経過している公園を対象に、樹木の位
置や樹形等を把握し、毎年の遊具点検や公
園内のパトロールを実施します。

❸ 地域特性に応じた柔軟な公園利活用
ルールを策定する必要があります。

・ 公園ごとの利用状況等を把握し、地域と連
携して公園の利活用ルールを策定します。

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。

〔3〕公園の整備・適正管理、活用の推進

主 な 課 題 主 な 取 組

❹
土地の地番による住所の表示は新たな
住民や来訪者には分かりにくいため、
分かりやすい住所の表示が必要です。

・ 市街化が進む地域の住居表示を推進し、生活利
便性の向上を図るとともに、緊急時の迅速な対
応につなげ、安心して暮らせる環境を整えます。

施策の進捗状況を確認する指標

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 特定空家等が解消された件数 5件 10件

２ 今の住宅での生活に満足している市民の割合 67.1% 72.0%

３ 市内の公園が利用しやすいと思う市民の割合 43.2% 61.9%

主な関連計画

●住生活基本計画　●空家等対策計画　●緑の基本計画　
●市営住宅等整備計画・長寿命化計画

施策主管課室

住宅政策課

主な関係課室

●地域振興課　●中山間地域振興室　●市民課　●施設整備課　
●維持管理課　●都市計画課
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❶
道路ネットワークの強化を図るため、
都市・地域間を結ぶ幹線道路の渋滞や
ミッシングリンク（道路網における未
整備区間）を解消する必要があります。

・ 国道２号の渋滞緩和や道路ネットワークの
構築に資する、広島南道路や都市計画道路
佐方線、廿日市環状線等の国・県道の整備
を促進します。

・ 広島市との広域交通機能強化に重要な都市
計画道路畑口寺田線、大竹市とのネット
ワーク強化に必要な市道鳴川３号線の整備
を推進します。

・ 地域間を結ぶ虫道廿日市線を補完する林道
玖島川末線の整備を推進します。

❷
慢性的な渋滞が発生する箇所や、道路
の線形が不良な箇所があるため、日常
生活や産業活動を支える交通の利便性
を確保する必要があります。

・ 渋滞解消や日常生活の利便性向上に資する
路線として、都市計画道路熊ヶ浦鯛ノ原線
や市道赤崎３号線等の整備を推進します。

・ 大野地域のハブである「まるくる大野」へ
のアクセス向上に資する都市計画道路筏津
郷線の整備を推進します。

６ 都市基盤

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶

施策方針 ■関連 SDGs

6-4 道路ネットワーク
の構築

施策の
目指す姿

●市民が都市・地域間をスムーズに移動できている。
●市民が道路を安全に通行できている。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］

〔1〕都市・地域間をスムーズに移動できる道路整備

主 な 課 題 主 な 取 組
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❶
事故につながる恐れのある道路や道路
構造物などの劣化については、早期の
対応が必要です。

・ 道路や道路構造物を計画的に点検・修繕す
るとともに、定期的なパトロールや異常に
関する情報を幅広く受け付け、迅速な補修
を行います。

❷
橋りょうなどの長寿命化計画に基づ
く効果的・効率的な老朽化対策が必
要です。

・ 定期点検により、橋りょうなどの状態を把
握し、その結果に基づいて計画的に補修を
行います。

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。

〔2〕道路等の適正管理

主 な 課 題 主 な 取 組

施策の進捗状況を確認する指標

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 現在事業中の畑口寺田線ほか１路線の都市計画道路の
整備率 37.8% 88.0%

２ 道路に関する損害賠償件数（年間） 7件
（R6年度） 1件

主な関連計画

●都市計画マスタープラン　　●橋りょう長寿命化修繕計画　　　
●トンネル長寿命化修繕計画　●道路附属物長寿命化修繕計画

施策主管課室

建設総務課

主な関係課室

●宮島口みなとまちづくり推進課　●施設整備課　●維持管理課　
●都市計画課
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❶
豪雨や内水氾濫等による浸水リスクの
ある地域では、雨水施設の整備が必要
です。

・ 雨水管理総合計画で定めた管理方針及び段
階的整備計画に基づき、浸水常襲地区４箇
所（弘法排水区、嘉永排水区、早時排水区、
上の浜排水区）の雨水施設を整備します。

❶
汚水処理施設整備構想（アクションプ
ラン）の目標達成に向けて、未普及区
域への対策をさらに進める必要があり
ます。

・ 汚水幹線や住宅密集地等を優先的に整備
し、効率的に未普及対策を実施します。

❷
計画に基づいた老朽化施設の改築・更
新工事や、施設の耐震化・耐水化が必
要です。

・ 公共下水道の根幹的施設の老朽化対策を計
画的に実施します。また、老朽化対策等と
併せて、施設の耐震化・耐水化を図ります。

❸
下水道事業経営戦略に基づき、経営基
盤の強化と財政マネジメントの向上が
必要です。

・ 経営戦略における投資・財政計画の定期的
な見直しを行います。また、経費削減など
による経営健全化に取り組むとともに、経
費回収率の向上に向けた使用料の見直しも
進めます。

６ 都市基盤

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶

施策方針 ■関連 SDGs

6-5 上下水道の整備

施策の
目指す姿

●都市の浸水防止が図られている。	
●公衆衛生の向上が図られ、公共用水域の水質が保全されている。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕〔3〕］

〔1〕浸水対策の推進

主 な 課 題 主 な 取 組

〔2〕下水道施設の整備・適正管理

主 な 課 題 主 な 取 組
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❶
安全で安心な水道水を持続的に供給す
るため、適切な施設の整備や維持管
理、水道事業の運営基盤の強化が必要
です。

・ 水道企業団への参画による国庫補助金を活
用し、施設の整備や更新を行うとともに、
広域化のスケールメリットを活かして事業
運営コストの削減に努め、運営基盤の強化
を図ります。また、施設の適切な維持・修
繕や設備更新を行い、施設の延命化を進め
ます。

●都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶︎▶▶︎▶ ●生活に必要な機能と住環境が整備され、市民が快適に暮らしています。

〔3〕水道施設の整備・適正管理、運営基盤の強化

主 な 課 題 主 な 取 組

施策の進捗状況を確認する指標

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 浸水常襲地区の段階的対策が完了した箇所数 － 4

２ 公共下水道の人口普及率 66.9%
（R6年度） 80.5%

主な関連計画

●雨水管理総合計画　　●汚水処理施設整備構想（アクションプラン） 　
●下水道事業経営戦略　●下水道ストックマネジメント計画　●耐水化計画

施策主管課室

下水道建設課

主な関係課室

●建設総務課　●下水道経営課


